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INFORMATION

く
ら
し
・
手
続
き

10
月
は
土
地
月
間
で
す
！

土
地
取
引
の
後
に
は
届
出
を 

▼
10
月
は
、
土
地
に
関
す
る
普
及

啓
発
活
動
を
行
う「
土
地
月
間
」

で
す
。
一
定
面
積
以
上
の
土
地

取
引
を
行
う
と
、
届
出
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

届
出
が
必
要
な
面
積
／

・
市
街
化
区
域
２
０
０
０
㎡
以
上

・
市
街
化
区
域
以
外
の
都
市
計
画

区
域
５
０
０
０
㎡
以
上

・
そ
れ
以
外
の
区
域
１
万
㎡
以
上

届
出
が
必
要
な
取
引
／
売
買
、
交

換
、
共
有
物
持
分
の
譲
渡
、
一

時
金
を
伴
う
地
上
権
、
賃
借
権

の
譲
渡
ま
た
は
設
定
な
ど

届
出
期
限
／
契
約
締
結
日
か
ら
２

週
間
以
内

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
ま
た
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
▼

問　
政
策
企
画
課

　
℡
23
・
７
２
７
７

耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
な
ど
の

設
置
に
補
助
金

▼
地
震
に
よ
る
人
的
被
害
の
軽

減
を
図
る
た
め
、
耐
震
シ
ェ
ル

タ
ー
な
ど
（
※
）
を
設
置
す
る

人
に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す

（
要
事
前
申
請
）。

※
公
的
機
関
に
よ
り
耐
震
実
験
を

行
い
、
安
全
性
の
評
価
を
受
け

た
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
ま
た
は
耐

震
ベ
ッ
ド

補
助
金
／
購
入
、
運
搬
お
よ
び
設

置
に
要
す
る
費
用
の
２
分
の
１

　
（
上
限
：
20
万
円
）

対
象
住
宅
／

①
市
内
の
昭
和
56
年
５
月
31
日
以

前
に
建
築
さ
れ
た
木
造
住
宅

②
所
有
者
が
、
現
に
居
住
し
て
い

る
住
宅

③
一
般
耐
震
診
断
の
結
果
、
上
部

構
造
評
点
が
1.0
未
満

④
国・県・市
の
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー

な
ど
の
設
置
ま
た
は
耐
震
改
修

に
対
す
る
補
助
金
の
交
付
を
受

け
て
い
な
い

⑤
対
象
と
な
る
住
宅
の
１
階
部
分

の
う
ち
、
主
要
な
居
住
室
の
１

室
に
設
置
す
る
も
の

問
　
防
災
危
機
管
理
課

　
℡
23
・
７
２
８
４

本石岡本庁舎　℡ 23-1111 ㈹
〒 315-8640　
　石岡市石岡一丁目 1 番地 1

支八郷総合支所　℡ 43-1111 ㈹
〒 315-0195　
　石岡市柿岡 5680 番地 1

開庁時間：月～金 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
※水曜日は午後 7 時まで ( 一部業務のみ）

支

本

完
了
検
査
の
受
検
に
つ
い
て

▼
都
市
計
画
法
第
29
条
の
規
定
に

基
づ
く
開
発
許
可
を
受
け
た
人

は
、
工
事
が
完
了
し
た
と
き
に

空
家
バ
ン
ク
に

登
録
し
ま
せ
ん
か
？

▼
空
家
バ
ン
ク
は
、
空
家
を
売
り

た
い
・
貸
し
た
い
と
考
え
る
所

有
者
と
、
買
い
た
い
・
借
り
た

い
と
考
え
る
利
用
希
望
者
の
橋

渡
し
を
す
る
制
度
で
す
。

　
地
域
の
活
性
化
と
定
住
促
進
の

た
め
、
物
件
の
登
録
を
募
集
し

て
い
ま
す
。

　
使
用
す
る
予
定
の
な
い
空
家
を

お
持
ち
の
人
は
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
親
戚
や

知
り
合
い
な
ど
、
空
家
を
所
有

し
て
い
る
人
へ
空
家
バ
ン
ク
の

活
用
を
お
す
す
め
く
だ
さ
い
。

※
空
家
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
登

録
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

問
　
建
築
住
宅
指
導
課

　
℡
23
・
５
５
２
６

は
市
長
に
完
了
届
を
提
出
し
、

完
了
検
査
を
受
け
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
検
査
済
証
の
交
付
を

受
け
て
い
な
い
と
、
将
来
の
増

改
築
ま
た
は
用
途
の
変
更
な
ど

の
際
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
完
了
検

査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

問　
建
築
住
宅
指
導
課

　
℡
23
・
５
５
２
６

本

本

本

本

緊 急 地 震 速 報 な
ど、防災情報がい
ち早く放送されま
す。申請は防災危
機管理課まで。
問防災危機管理課
　℡ 23-7284

防災ラジオ申請はお済みですか？

広 告 掲 載 欄 広 告 掲 載 欄
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年
金
生
活
者
支
援

給
付
金
制
度
に
つ
い
て

対
象
者
／
①
世
帯
員
全
員
が
市
町

村
民
税
非
課
税
で
、
年
金
収
入

額
と
そ
の
他
所
得
額
の
合
計
が

約
88
万
円
以
下
の
、
65
歳
以
上

の
老
齢
基
礎
年
金
受
給
者

②
前
年
の
所
得
額
が
約
４
７
２
万

円
以
下
の
、
障
害
基
礎
年
金
・

遺
族
基
礎
年
金
受
給
者

請
求
方
法
／
①
新
た
に
給
付
金
の

対
象
に
な
る
人
に
は
、
９
月
上

旬
頃
か
ら
日
本
年
金
機
構
よ
り

請
求
案
内
が
届
き
ま
す
。

②
こ
れ
か
ら
年
金
を
受
給
し
始
め

る
人
は
、
年
金
請
求
手
続
き
と

く
ら
し
・
手
続
き

相

談

募

集

お
し
ら
せ

講
座
・
教
室

健

康

イ
ベ
ン
ト
・
催
し

※※掲載している情報については、新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じて中止または変更
になる場合があります。料金の記載のないものは無料。※※

く
ら
し
・
手
続
き

忘
れ
て
ま
せ
ん
か
？

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
手
続
き

▼
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
加
入
・
脱
退
す
る

と
き
は
、
世
帯
主
や
後
期
高
齢

者
の
人
が
14
日
以
内
に
届
出
が

必
要
で
す
。

　
次
の
よ
う
な
と
き
に
は
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

①
職
場
の
健
康
保
険
か
ら
の
脱

退
・
加
入

②
転
入
・
転
出

③
出
生
・
死
亡

※
保
険
税
（
料
）
の
納
付
は
口
座

振
替
が
便
利
で
す
。
納
期
限
ご

と
に
自
動
振
替
に
な
る
の
で
、

納
め
忘
れ
の
心
配
が
な
く
な
り

ま
す
。

問　
保
険
年
金
課

　
℡
23
・
５
５
５
７
（
国
保
）

　
℡
23
・
７
３
１
８
（
後
期
）

　

国
民
健
康
保
険
の

届
出
に
つ
い
て
は

こ
ち
ら
か
ら
▼

　

後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
つ
い
て
は

こ
ち
ら
か
ら
▼

農
業
者
年
金
に
加
入
し
て

豊
か
で
安
心
な
老
後
を
！

▼
農
業
者
の
た
め
の
公
的
な
年
金

制
度
で
す
（
任
意
加
入
）。

加
入
資
格
／

 

・
20
歳
以
上
60
歳
未
満

・
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事

・
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

　
加
入
資
格
に
あ
て
は
ま
る
人
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　
農
業
委
員
会
事
務
局

　
（
内
線
１
３
６
４
）

難
病
患
者
に
福
祉
見
舞
金

が
支
給
さ
れ
ま
す 

対
象
者
／
令
和
４
年
10
月
１
日
現

在
、
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
難

病
患
者
（
指
定
難
病
特
定
医
療

費
助
成
の
対
象
３
３
８
疾
病
該

当
者
）
で
継
続
的
治
療
が
必
要

と
診
断
さ
れ
た
人

見
舞
金
額
／
１
人
に
つ
き
年
額

３
万
円

申
請
方
法
／
10
月
３
日
月
～
令
和

５
年
３
月
31
日
金
（
閉
庁
日
は

除
く
）
に
必
要
書
類
を
添
付
の

上
、
窓
口
へ
直
接
ま
た
は
郵
送

で
申
請

※
期
間
内
に
申
請
が
な
い
場
合
は

支
給
で
き
ま
せ
ん
。

申
請
場
所
／
①　
社
会
福
祉
課

　
　
　
　
　
②　
市
民
窓
口
課

問
　
社
会
福
祉
課

　
℡
23
・
５
５
６
９

障
が
い
が
あ
る
児
童
を

養
育
す
る
人
な
ど
へ

障
が
い
が
あ
る
児
童
を
養
育
す
る
人

特
別
児
童
扶
養
手
当

▼
20
歳
未
満
の
障
が
い
児
の
父
母

ま
た
は
養
育
者
に
対
し
て
手

当
を
支
給
す
る
制
度

在
宅
心
身
障
害
児
福
祉
手
当

▼
20
歳
未
満
の
在
宅
心
身
障
が
い

児
を
介
護
し
て
い
る
保
護
者
に

手
当
を
支
給
す
る
制
度

※
障
害
児
福
祉
手
当
と
併
給
不
可

在
宅
で
重
度
の
障
が
い
が
あ
る
人

特
別
障
害
者
手
当

▼
身
体
ま
た
は
精
神
に
障
が
い
が

あ
り
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常

時
特
別
な
介
護
を
必
要
と
す
る

在
宅
の
障
が
い
者
に
対
し
て
手

当
を
支
給
す
る
制
度

障
害
児
福
祉
手
当

▼
身
体
ま
た
は
精
神
に
障
が
い
が
あ

り
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時

特
別
な
介
護
を
必
要
と
す
る
20

歳
未
満
の
在
宅
の
障
が
い
児
に

対
し
て
手
当
を
支
給
す
る
制
度

※
在
宅
心
身
障
害
児
福
祉
手
当
と

併
給
不
可

　
支
給
要
件
や
支
給
金
額
な
ど
の

詳
細
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
▼

問　
社
会
福
祉
課

　
℡
23
・
５
５
６
９

併
せ
て
手
続
し
て
く
だ
さ
い
。

問
日
本
年
金
機
構
「
給
付
金
専
用

ダ
イ
ヤ
ル
」

　
℡
０
５
７
０・０
５・４
０
９
２

本

本

本

本

支

支
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